
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
三
号 

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
九
十
三
号
）
第
一
項
第
五
号
及
び
別
表
19
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
傷
病
名
、
手
術
、
処
置
等
及

び
定
義
副
傷
病
名
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
第
一
項
第

五
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
五
年
三
月
十
四
日 

厚
生
労
働
大
臣 

加
藤 

勝
信 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
傷
病
名
、
手
術
、
処
置
等
及
び
定
義
副
傷
病
名
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病

棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る

者
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
傷
病
名
、
手
術
、
処
置
等
及
び
定
義
副
傷
病
名
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
傷
病
名
、
手
術
、
処
置
等
及
び
定
義
副
傷
病
名
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 



ＩＣＤコード 区分番号等 区分番号等 区分番号等 疾患コード ＩＣＤコード 区分番号等 区分番号等 区分番号等 疾患コード

（略） （略）
なし ペムブロリズマブ，

セミプリマブ，ベバ
シズマブ，トラベク
テジン，化学療法，
放射線療法，G005，
J045なし

なし ペムブロリズマブ，
ベバシズマブ，トラ
ベクテジン，化学療
法，放射線療法，
G005，J045なし

（略） （略） （略） （略）

（略） （略）

（略） （略）（略）3462から
3479まで

（略） （略）3462から
3479まで

（略） （略） （略）（略） （略）（略） （略） （略） （略）

手術 手術・処置等２ 定義副傷病名手術・処置等１

改 正 前

番号
疾患
コード

傷病名

改 正 後

番号
疾患
コード

傷病名 手術 手術・処置等１ 手術・処置等２ 定義副傷病名

（ ）傍 線 部 分 は 改 正 部 分



（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基

づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 



 別表  別表

　 薬剤 番号 　 薬剤 番号

80

テガフール／ギメラシル／オテラシルカリウム（当該薬
剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び
用法又は用量（令和４年11月24日に、医薬品医療機器等
法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は
効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに
限る。）に係るものに限る。）

3170、3171、3173及び
3174

(新設）(新設） (新設）

81

ミガーラスタット塩酸塩（当該薬剤の注意事項等情報と
して公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和４
年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定
により、既に承認された用法又は用量の変更について承
認されたものに限る。）に係るものに限る。）

3267から3272まで (新設）(新設） (新設）

82

デュルバルマブ（遺伝子組換え）（当該薬剤の注意事項
等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量
（令和４年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第15
項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法
又は用量の変更について承認されたものに限る。）に係
るものに限る。）

2646から2649まで、
2654、2655、2663、
2664、2668及び2672

(新設）(新設） (新設）

83

イブルチニブ（当該薬剤の注意事項等情報として公表さ
れた効能又は効果及び用法又は用量（令和４年12月23日
に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既
に承認された効能又は効果の変更について承認されたも
のに限る。）に係るものに限る。）

3627及び3628 (新設）(新設） (新設）

84

アカラブルチニブ（当該薬剤の注意事項等情報として公
表された効能又は効果及び用法又は用量（令和４年12月
23日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定によ
り、既に承認された効能又は効果の変更について承認さ
れたものに限る。）に係るものに限る。）

3627 (新設）(新設） (新設）

85

エダラボン（当該薬剤の注意事項等情報として公表され
た効能又は効果及び用法又は用量（令和４年12月23日
に、医薬品医療機器等法第14条第１項の規定により承認
されたものに限る。）に係るものに限る。）

1733 (新設）(新設） (新設）

86

ホスタマチニブナトリウム水和物（当該薬剤の注意事項
等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量
（令和４年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第１
項の規定により承認されたものに限る。）に係るものに
限る。）

3684及び3688 (新設）(新設） (新設）

（略） （略）

改 正 後 改 正 前

傍 線 部 分 は 改 正 部 分（ ）



イサブコナゾニウム硫酸塩（カプセルに限る。）（当該
薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及
び用法又は用量（令和４年12月23日に、医薬品医療機器
等法第14条第１項の規定により承認されたものに限
る。）に係るものに限る。）

2203から2206まで、
4047及び4051

(新設）(新設） (新設）

イサブコナゾニウム硫酸塩（点滴静注用に限る。）（当
該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果
及び用法又は用量（令和４年12月23日に、医薬品医療機
器等法第14条第１項の規定により承認されたものに限
る。）に係るものに限る。）

2203から2211まで、
4047から4049まで、
4051及び4055

(新設）(新設） (新設）

88

デルイソマルトース第二鉄（当該薬剤の注意事項等情報
として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和
４年３月28日に、医薬品医療機器等法第14条第１項の規
定により承認されたものに限る。）に係るものに限
る。）

3673及び3675 (新設）(新設） (新設）

89

クリサンタスパーゼ（当該薬剤の注意事項等情報として
公表された効能又は効果及び用法又は用量（平成28年12
月19日に、医薬品医療機器等法第14条第１項の規定によ
り承認されたものに限る。）に係るものに限る。）

3579から3585まで、
3590から3598まで、
3602、3603、3605、
3606、3609から3617ま
で、3621から3632ま
で、3648から3650ま
で、3653及び3654

(新設）(新設） (新設）

90

トレメリムマブ（遺伝子組換え）（当該薬剤の注意事項
等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量
（令和４年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第１
項の規定により承認されたものに限る。）に係るものに
限る。）

2647から2649まで及び
2655

(新設）(新設） (新設）

91

トラロキヌマブ（遺伝子組換え）（当該薬剤の注意事項
等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量
（令和４年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第１
項の規定により承認されたものに限る。）に係るものに
限る。）

3116 (新設）(新設） (新設）

87



附 

則 

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
三
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。 
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